
 
第３号様式（第３条関係） 

  令和８年１月５日 
 

  東京都北区保健所長 殿 
 
                                           住  所 東京都北区東十条二丁目７番３号 
                                 開設者 

                                           氏  名 株式会社北区保健所  
                                 代表取締役 北区 太郎 

                                  電 話 番 号  03 ( 3919 ) 0727 

                       ファクシミリ番号    (   ) 
                           法人にあっては、名称、主たる 

                      事務所の所在地及び代表者の氏名 

 
 

 施術所休（廃）止、再開届              

 

         □ 休止 
   施術所を  ☑ 廃止   したので、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に 

□ 再開  
 

関する法律第９条の２第２項の規定により、下記のとおり届け出ます。 
 

 
 

記 

 

１ 名 称  北区太郎鍼灸院 

２  所 在 地 

東京都北区王子本町一丁目１５番２２号 

電 話 番 号  03 (  3908  ) 1111 

ファクシミリ番号    (    ) 

３ 休 （ 廃 ） 止 、 再 開 の 理 由 移転のため 

４ 休 （ 廃 ） 止 、 再 開 の 年 月 日 令和７年 １２月 ３１日 

５ 休 止 の 予 定 期 間    年   月   日 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 

 


